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１．緊急
きんきゅう

・防災
ぼうさい

 

＜緊急
きんきゅう

連絡先
れんらくさき

＞ 

警察（緊急） 110(英語・中国語通話 OK） 

消防署（消防車・救急車） 119(英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイ

ン語、ポルトガル語通話 OK） 

枚方市役所 072-841-1221（代表） 

枚方市上下水道局 072-848-4199（代表） 

ガスもれ専用ダイヤル 0120-5-19424 

電気のトラブル 0800-777-3081 

 

１．犯罪
はんざい

被害
ひ が い

（電話
で ん わ

110 英語
え い ご

で話
はなし

ができます） 
犯罪に巻き込まれたとき、目撃したときはすぐに 110番に電話してください。 
日本語での言い方 
「泥棒です！」 
「助けてください！」 
 
２．火事

か じ

（電話
で ん わ

119 英語
え い ご

などで話
はなし

ができます） 
火事になったらすぐに 119番に電話して、落ち着いて火事だということと、あなたのいる場所
を知らせてください。 
 
３．急

きゅう

な病気
びょうき

・けがなど（電話
で ん わ

119 英語
え い ご

などで話
はなし

ができます） 
突然の病気やけがなどで自分で病院に行けないとき、119番に電話して救急車を呼ぶことがで
きます。電話代、救急車の利用は無料です。病院での治療費は有料です。 
 
日本語での言い方 
「救急車！住所は、○○です。名前は○○です」 
「○○をけがしました」 
「○○が痛くて動けません」 
「けが人です」 
「病気の人がいます」 
 
４．警察

けいさつ

・消防
しょうぼう

・救 急
きゅうきゅう

への連絡
れんらく

について 
公衆電話からは、110 番・119 番だけはお金が無くても電話できます。受話器をとり、電話機
に付いた赤いボタンを押してかけてください。 
 
５．災

さい

害
がい

に関
かん

する情
じょう

報
ほう

の入
にゅう

手
しゅ

 
日本は世界でも地震の多い国です。また６月～10 月ごろには、台風の接近にともなう大雨や
強風による災害が起こることもあります。日ごろから、いざというときのために備えましょう。 
 
＜ラジオ＞ 
●ＦＭ ＣＯＣＯＬＯ    76.5MHz 

URL https://cocolo.jp/ 
●ＮＨＫ－ＦＭ       88.1MHz 
●ＮＨＫラジオ第１放送   666 KHz 
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＜防災
ぼうさい

ガイド＞ 
災害時の避難所や災害への備えなどの情報を掲載した「防災ガイド」を市役所別館３階 危機
管理室（電話 072-841-1270）で無料配布しています。英語版、中国語版、韓国・朝鮮語版、
スペイン語版、ポルトガル語版、ベトナム語版があります。 
また、枚方市ホームページにも掲載しています（トップページから防災情報→避難情報でご確
認いただけます）。 
 
６．避難所

ひ な ん じ ょ

 
あなたの避難所をあらかじめ防災ガイドで確認してください。多くは、あなたの家の近くにあ
る小学校が避難所です。 
 
７．外国人

がいこくじん

旅
りょ

行者
こうしゃ

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

 
事故や災害、けがなど、緊急時に必要な情報を集約した外国人旅行者のための「緊急時お役立
ちポータルサイト」を公益財団法人大阪観光局が運営する大阪観光情報サイト「Osaka Info」
内に掲載しています。 
URL:https://osaka-info.jp/en/news/emergency/ 
 
 
２．住居地

じゅうきょち

の届出
とどけで

 

 
中長期在留者などが国外から転入した場合、転入日から 14 日以内に在留カードを持参し、市
役所本館１階 市民室市民課、津田支所、香里ケ丘支所、北部支所のいずれかで転入の届け出
を行う必要があります。在留カードの裏面に住所を記載します。この時、同一世帯内の世帯主
が外国人住民である場合は、本人と世帯主との続柄を証する公的な文書が必要となります。 
なお、公的な文書が日本語でない場合は、その翻訳文も必要です。 
在留カードは「３カ月」以下の在留期間、「短期滞在」、「在留資格なし」などの人は交付対象
外となります。 
 
◇住民票コードとマイナンバーが付番されます 
住民票コードとは、国民一人ひとりが持つ 11 桁の番号で、行政での手続きに使われます。平
成 25 年７月５日以降、初めて日本に住所登録された時点で住民票コードが付番されます。後
日、住居地に住民票コード通知票が送付されますので、到着後は大切に保管してください。 
マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ 12 桁の番号で、社会保障や税、災害対策の分野で
使われます。国外から日本に入国した人については、転入の届け出をした後、住居地に個人番
号通知書が送付されます。到着後は大切に保管してください。 
また、希望する人は、マイナンバーカードが取得できます。マイナンバーカードは、顔写真入
りの身分証明書として活用できるほか、コンビニで住民票など各種証明の交付を受けることが
できます。 
 
●マイナンバーに関するお問い合わせ 
英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル 
電話 0120-0178-26(マイナンバー制度に関すること)電話 0120-0178-27(個人番号通知書、マイ
ナンバーカードに関すること） 
平日 9：30～20：00土・日曜、祝日 9：30～17：30（年末年始を除く） 
 
URL https://www.kojinbango-card.go.jp/ 
 
◇引越しのときは 
中長期在留者が住居地を変更するときは、市役所本館１階 市民室市民課または各支所へ届け
出が必要です。市内転居の場合は引越し後 14 日以内に転居届を提出してください。市外転出
の場合は転出届を出して転出証明書の交付を受け、引越し後 14 日以内に新しい市町村で在留
カードと転出証明書を添えて転入届を行ってください。 
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◇出国のときは 
海外転出の手続きが必要です。市役所本館１階 市民室市民課または各支所で転出届を提出し
てください。再入国許可を取得して、１年以上日本を離れる場合も海外転出の手続きが必要で
す。 
 
●市役所本館１階 市民室市民課 
（大垣内町 2-1-20  電話 072-841-1309） 
●津田支所 
（津田北町 2-25-1  電話 072-858-1502） 
●香里ケ丘支所 
（香里ケ丘 3-13   電話 072-854-0401） 
●北部支所 
（楠葉並木 2-29-3  電話 072-851-0330） 
 

３．再入国
さいにゅうこく

許可
き ょ か

と在留
ざいりゅう

期間
き か ん

の延長
えんちょう

 

 
１．再入国

さいにゅうこく

許可
き ょ か

（日
に

本
ほん

を一
いち

時
じ

離
はな

れるとき） 
ビザの有効期間内に一時的に日本を離れる場合、再び日本へ入国するための再入国許可証を取
得することができます。許可証には最長５年間有効（ただし、在留期間の満了を超えないこと）
の一回再入国許可と複数回再入国許可があります。 
 
提出書類は次のとおりです。 
① 再入国許可申請書（入国管理局の窓口にあります） 
② 在留カード 
③ パスポート（旅券） 
④ 収入印紙 3,000円分（１回限りの許可）、同 6,000円分（複数回の許可） 
再入国許可は通常即日発行されます。府内での手続きは、大阪入国管理局で受け付けています。 
URL https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-5.html 
 
◇みなし再入国許可 
有効なパスポート（旅券）と在留カードを所有する外国人の人が出国する際、出国後１年以内
に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がな
くなります。この制度を「みなし再入国許可」といいます。 
出国する際に必ず在留カードを提示するとともに、再入国出国用ＥＤカードのみなし再入国許
可による出国の意思表明欄にチェックしてください。 
みなし再入国許可により出国した人は、その有効期間を海外で延長することはできません。出
国後１年以内に再入国しないと在留資格が失われることになります。 
在留期限が出国後１年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国してください。 
 
２．在留

ざいりゅう

期間
き か ん

の延長
えんちょう

 
あなたが今認可されている日本での滞在には通常期限があります。その期限を延長して滞在し
たい場合、延長申請をして許可を得る必要があります。申請は期限が満了する３カ月前からで
きます。 
 
必要書類は次のとおりです。 
① 申請書（大阪入国管理局の窓口にあります） 
② パスポ−ト（旅券） 
③ 在留カード 
④ 写真 1枚  ３㎝×４㎝（３カ月以内に撮影された証明写真） 
⑤ これまでおよび、これからの在留活動を証明する文書 
在留資格によってそれぞれ異なります。詳しくは大阪入国管理局もしくは外国人在留総合イン
フォメーションセンターまでお問い合わせください。すでに在留期間の更新をしたことがある
人は原則として前回と同じ文書です。 
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⑥ 在職証明書や納税証明書など、生活費と在留活動に必要な経費の支弁能力を証明する文書 
在留期間の延長は、提出後、審査を経た後、可否が決定されます。申請した時点で在留カード
に許可申請中である旨のスタンプが押されます。審査では当初の在留の目的が達せられていな
いかどうか、期間延長のやむを得ない理由があるかどうかが審査され、必ず延長が認められる
とは限りません。 
また、離婚等が在留資格に影響を与える場合がありますのでご注意ください。 
手続きは大阪出入国在留管理局で行ってください。 
 
●大阪出入国在留管理局 
大阪市住之江区南港北 1−29−53（地下鉄中央線「コスモスクエア駅」下車すぐ） 
電話 0570-064259-110 代表  
（各手続きに関する詳細なお問い合わせ先については、当ガイドの巻末ページに掲載している
一覧表をご覧ください。） 
平日 9:00～12:00、13:00～16:00 
 
URL https://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/index.html 
 
●外国人在留総合インフォメーションセンター 
大阪市住之江区南港北 1−29−53（地下鉄中央線「コスモスクエア駅」下車すぐ） 
電話 0570-013904（IP,PHS,海外 03-5796-7112） 
平日 8:30～17:15 
 
URL https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html 
 
４．住居地

じゅうきょち

以外
い が い

の変更
へんこう

（大阪
おおさか

入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

へ） 

 
◇氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更の届出 
結婚して姓や国籍が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、
14日以内に大阪入国管理局に届け出てください。 
 
URL https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00009.html 
 
◇在留カードの有効期間更新申請 
中長期在留者のうち永住者以外の人は、在留期間を更新したときに新しい在留カードが交付さ
れます。 
永住者や、16歳未満で在留カードの有効期間が 16歳の誕生日となっている人は、有効期限が
満了する前に大阪入国管理局で在留カードの有効期間の更新申請をしてください。 
 
URL https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00011.html 
 
◇在留カードの再交付申請 
在留カードの紛失、滅失、著しい汚損または毀損等をした場合には、大阪入国管理局に再交付
を申請してください。紛失、盗難、滅失等の事実を知った日（海外で知ったときは再入国の日）
から 14日以内の申請が必要です。 
申請の際には、警察署で発行される遺失届受理証明書、盗難届受理証明書を持参してください。 
 
URL https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00010.html 
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●大阪出入国在留管理局  
大阪市住之江区南港北 1−29−53（地下鉄中央線「コスモスクエア駅」下車すぐ） 
電話 0570-064259-110 代表 
（各手続きに関する詳細なお問い合わせ先については、当ガイドブック巻末ページに掲載して
いる一覧表をご覧ください。） 
平日 9:00～12:00、13:00～16:00 
 
URL https://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/index.html 
 
●外国人在留総合インフォメーションセンター 
大阪市住之江区南港北 1−29−53（地下鉄中央線「コスモスクエア駅」下車すぐ） 
電話 0570-013904（IP,PHS,海外 03-5796-7112） 
平日 8:30～17:15 
 
URL https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html 
 
５．水道

すいどう

・下水道
げすいどう

 

 
枚方市では、安全でそのまま飲める水道水を供給しています。ご自宅等で水道水を使用するに
は手続きが必要です。 
 
１．水道

すいどう

水
すい

を使用
し よ う

するとき・やめるとき 
水道水を使用するとき、またはやめるときは、水栓番号（玄関付近などに貼ってあるひし形で
濃い青色のプレート）や使用場所（住所）を確認の上、上下水道局または市役所本館１階のお
客さまセンターに行くか、電話してください。 
また、インターネット（上下水道局ホームページ）・ファクスでも受け付けていますのでご利
用ください。 
上下水道局お客さまセンター 
電話 072-848-5518 ファクス 072-898-7760 
URL https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000034347.html 
 
２．水道

すいどう

料金
りょうきん

と下水
げ す い

道
どう

使用料
しようりょう

の請求
せいきゅう

・支払い
し は ら い

 
水道料金と下水道使用料は２カ月間の使用水量をもとに計算し、請求（納付書を送付）します。 
請求された料金は、金融機関またはコンビニエンスストアでお支払いください。手続きにより
金融機関口座からの振り替えやスマートフォンでも支払えます。クレジットカードでは支払え
ません。 
 
３．水道

すいどう

料金
りょうきん

と下水
げ す い

道
どう

使用料
しようりょう

の福祉
ふ く し

減免
げんめん

 
生活保護を受けている世帯などは、申請により水道料金と下水道使用料の基本料金及び使用水
量８㎥までの従量料金を減免できる場合があります。詳しくは、上下水道局お客さまセンター
までお問い合わせください。 
上下水道局お客さまセンター 
電話 072-848-5518 ファクス 072-898-7760 
 
４．水

みず

まわりの修理
しゅうり

や工事
こ う じ

 
ご家庭の水漏れや排水のつまりなど、水まわりの修理や工事は上下水道局が指定する工事店へ
お申し込みください。 
指定工事店は、上下水道局ホームページでご確認いただくか、上下水道局までお問い合わせく
ださい。 
上下水道局 
電話 072-848-4199  
URL https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000026849.html 
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６．電気
で ん き

 

 
日本の電気は 100ボルトで、電圧は安定しています。周波数はおおよそ静岡県を境に異なり東
側が 50ヘルツ、西側が 60ヘルツで、枚方市は 60ヘルツです。 
海外で買った電気器具は周波数が異なると性能が落ちたり、使えなくなったりすることがある
ので気をつけてください。 
 
１．電気

で ん き

を使用
し よ う

するとき・やめるとき 
電気の使用開始を申し込むときは、大家さんか関西電力（株）に電話をしてください。 
関西電力に連絡すると、氏名・住所・使用開始日を確認されます。 
なお、お客さま番号を準備のうえ電話をすると、受付が円滑になります。お客さま番号は、郵
便ポストや電気メーター付近にある「電気のご契約に関するご案内」に書かれています。 
また、電気はブレーカーを操作すると使えます。ブレーカーは、多くの場合玄関か台所周りの
壁に設置されていますので、スイッチをオン（入）の状態にしてください。ブレーカーを操作
しても電気が使えない場合は、関西電力にその旨を伝えてください。 
電気の使用を停止するときも、関西電力（株）に電話をしてください。 
 
関西電力(株）（電話 0800-777-8810） 
（9：00～18：00 土・日曜、祝日・年末年始を除く） 
URL https://www.kepco.co.jp/english/ (英語) 
 
なお、2016 年４月より、関西電力だけでなく、さまざまな会社が消費者に直接電気を販売で
きるようになりました。契約する電力会社を変える場合は、自身にあった事業者やプランを選
んでください。 
 
２．電気

で ん き

料金
りょうきん

の請求
せいきゅう

と支払
しはらい

 
毎月、使用した電力量に基づき計算された金額で請求書が送られてきますので、金融機関やコ
ンビニエンスストアで支払ってください。 
お支払期限日は、検針日の翌日から 30日目です。 
口座振替やクレジットカードで支払う場合は、事前に関西電力へ申し込みが必要です。 
 
 

７．ガス 

 
ガスには、パイプで送られてくる都市ガスと、各家庭にボンベを置いて使うプロパンガスがあ
り、種類が違うと器具も違います。ガスに合わない器具を使うと大変危険です。 
ガスの種類は大家さんやガス業者に確かめてください。申込方法はそれぞれ異なります。 
 
１．都市

と し

ガスを使用
し よ う

するとき・やめるとき 
都市ガスの供給を申し込むとき、またはやめるときは、インターネットか電話で大阪ガス㈱お
客さまセンターに連絡をしてください。 
ガスの使用を申し込む際、氏名、使用場所、電話番号、ガス使用開始希望日、訪問希望時間な
どを確認されます。 
係員がガスの栓を開けに来る時に、必ず立ち合いが必要です。 
大阪ガス㈱お客さまセンター（電話 0120-5-94817） 
（月～土曜 9：00～19：00、日曜・祝日 9：00～17：00） 
URL https://www.osakagas.co.jp/en/residential-customers/(英語） 
 
なお、2017 年 4 月から、大阪ガスだけでなく、様々な会社が消費者に直接ガスを販売できる
ようになりました。 
契約するガス事業者を変える場合は、自身にあった事業者やプランを選んでください。 
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２．都市
と し

ガス料金
りょうきん

の請求
せいきゅう

と支払
しはらい

 
毎月メーターの検針が行われ、使用したガス量に基づき料金が決定されます。請求書が送られ
てきますので、金融機関、コンビニエンスストア、大阪ガス本社料金払込窓口などで支払って
ください。 
口座振替やクレジットカードで支払うこともできますが、事前に申し込みが必要です。 
支払期限は、検針によりガス料金が確定した日の翌日から 30日目です。 
 
３．ガス漏

も

れはすぐに連
れん

絡
らく

 
ガスは漏れると臭いがします。ガス漏れの疑いがあるときは、換気扇や電灯のスイッチ・タバ
コ等の火気の使用をやめ、すぐにガスの元栓を締めて、ガス会社に連絡してください。 
都市ガスのガス漏れは、大阪ガス・ガス漏れ通報専用電話 0120-5-19424（日本語のみ）にご
連絡を。 
 
 

８．自転車
じてんしゃ

・原付
げんつき

バイク・自動車 

 
京阪電車京阪本線の枚方市駅周辺に自動車で行くときは、市営岡東町自動車駐車場が利用でき
ます。また、駐車場料金の支払いは、クレジットカード、電子マネーによるキャッシュレス決
済もできます。 
市営岡東町自動車駐車場については、巻末の施設一覧でご確認ください。 
 
枚方市では、市内の京阪電車京阪本線、交野線、ＪＲ学研都市線の全駅周辺を放置禁止区域に
指定し、市営の自転車駐車場を設置しています。自転車や原付バイクで駅周辺に行くときは、
自転車駐車場を利用してください。 
自転車駐車場については、巻末の施設一覧でご確認ください。 
 
放置禁止区域内の道路や歩道に放置された自転車や原付バイクは、速やかに西牧野自転車保管
場所に移送、保管します。返還時には、移送・保管料（自転車 2,000 円、原付バイク 3,000
円）が必要です。その他に自転車・原付バイクの鍵、住所・氏名が確認できるもの（学生証・
運転免許証・保険証など）をご持参ください。 
保管場所では保管を始めた翌日から 30 日間保管しますが、引き取りのない自転車や原付バイ
クは処分します。西牧野自転車保管場所については、巻末の施設一覧でご確認ください。 
 
 
９．ごみの収 集

しゅうしゅう

 

 
ごみを出すときは、この「ガイドブック」に掲載の「家庭ごみの分け方・出し方」を見て、排
出ルールを守り、きちんと分別して出してください。 
ごみの種類により収集曜日が異なります。「地域別収集日程表」を見て、間違えないよう出し
てください。 
また、多言語版（英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語）は、
枚方市ホームページの下記アドレスに掲載しています。 
URL https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000010744.html 
詳しくは、ごみ減量推進課（電話 072-849-7969）までお問い合わせください。 
 
 
１０．年金

ねんきん

 

 
国民年金は国が運営する公的年金です。日本国内に住所を有する 20歳以上 60 歳未満の人は、
国民年金または厚生年金に加入することになっています。ただし、日本と社会保障協定を締結
している相手国の年金加入者は除きます。それぞれの加入制度で保険料を納めると、将来、年
金を受給することができます。 
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１．国民

こくみん

年金
ねんきん

保険料
ほけんりょう

 
保険料は日本年金機構から送付される納付書で納めます。 
定額保険料は、月額 16,590 円（令和４年４月から令和５年３月分の金額）、付加保険料は月額
400円（任意加入）です。前納割引制度や口座振替も利用できます。 
 
２．保険料

ほけんりょう

免除
めんじょ

制度
せ い ど

 
保険料の納付が困難な以下の場合は、市役所別館２階 年金児童手当課(電話 072-841-1407)
で保険料の免除申請ができます。 
・学生納付特例制度 
学生が対象で、承認期間の保険料が免除されます。 
・申請免除制度 
学生以外が対象で保険料の全額免除の他に多段階の一部免除があります。 
 
３．国民

こくみん

年金
ねんきん

・厚生
こうせい

年金
ねんきん

の脱退
だったい

一時
い ち じ

金
きん

 
脱退一時金の請求は下記の①～④全てを満たしている時に、日本出国後２年以内に交付申請書
を提出すれば受けることができます。 
①日本国籍を有していない人 
②国民年金の１号被保険者として保険料納付済期間等または厚生年金保険の被保険者期間が
６カ月以上ある人 
③日本に住所を有していない人 
④年金（障害手当金を含む）を受ける権利を有したことのない人 
 
脱退一時金の請求は、出国前に「脱退一時金裁定請求書」を枚方年金事務所で受け取り、必要
事項を記入の上必要書類を添えて、日本出国後に日本年金機構にエアメールで送付してくださ
い。 
詳しくは、枚方年金事務所（新町 2-2-8 電話 072-846-5011）までお問い合わせください。 
 
 

１１．健康
けんこう

保険
ほ け ん

・介護
か い ご

保険
ほ け ん

 

 
１．健康

けんこう

保険
ほ け ん

 
日本は皆保険制度となっており、住民基本台帳に記載されている人または３カ月を超えて日本
に滞在期間がある人は、健康保険に加入することが義務付けられています。 
あなたが会社などに雇用されている場合、会社または会社が属する業界で運営する保険（これ
を社会保険といいます）に加入することになります。詳しくは会社の厚生担当者に確認してく
ださい。 
社会保険に加入していない場合は、市町村等で運営する国民健康保険に加入してください。手
続きは市役所別館２階 国民健康保険室 国民健康保険課（電話 072-841-1403）で行ってく
ださい。 
なお、75 歳以上の人は市役所別館２階 国民健康保険室 後期高齢者医療課（電話
072-841-1334）から保険証等が送付されます。 
 
２．介護

か い ご

保険
ほ け ん

 
日本では、加齢に伴い必要となる介護サービスを利用する場合、介護保険の給付を受けること
ができます。介護保険を受給するためには、事前に介護給付が必要かどうかの認定を受ける必
要があり、保険給付が必要と認められた介護サービスの範囲内で介護保険の給付を受けること
ができます。 
 
①加入する人と加入手続き 
市内に住所を有する 65 歳以上の人と 40歳から 64歳までの医療保険加入者が介護保険の被保
険者となります。 
外国人も次の要件に該当しない限り、介護保険の被保険者になります。 
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・住民基本台帳法の適用対象とならない人 
・短期滞在、外交の在留資格を有する人 
・特定活動の在留資格のうち、医療を受ける活動または当該活動を行う者の日常生活上の世話
をする活動を目的として入国・在留する人等 
 
住民基本台帳に登録される 65 歳以上の人は、加入の要件を満たしていれば、自動的に被保険
者資格を取得できますが、在留資格が「特定活動」となっている人は、活動目的の確認が必要
ですので、パスポートに添付されている「指定書」を持参のうえ窓口までお越しください。 
 
②介護保険相談窓口 
介護保険に関する手続き、利用できるサービスなど、詳しくは市役所別館２階 健康寿命推進
室 長寿・介護保険課（電話 072-841-1460）までお問い合わせください。 
 
 

１２．結婚
けっこん

の届出
とどけで

 

 
１．日本人

に ほ ん じ ん

との結婚
けっこん

 
日本で日本人と結婚する場合、市区町村役場に届け出る必要があります。 
 
２．外

がい

国籍
こくせき

の人
ひと

との結婚
けっこん

 
外国籍の人同士で日本の法律に基づいて結婚することは、一定の条件のもとで可能です。ただ
し、その結婚がそれぞれの本国で有効なものとして取り扱われない場合がありますので注意が
必要です。届け出は自国の大使館・領事館、または市役所・各支所でできます。 
 
３．在留

ざいりゅう

資格
し か く

の変更
へんこう

 
日本人との結婚の場合、在留変更が必要になる場合があります。外国人在留総合インフォメー
ションセンター（電話 0570-013904、IP,PHS,海外 03-5796-7112）で確認してください。 
 
４．パートナーシップ宣誓

せんせい

制度
せ い ど

 
パートナーシップ宣誓制度は婚姻と同等の法律上の効果があることを証明するものではあり
ませんが、一方又は双方が性的マイノリティである二者が、互いを人生のパートナーとし、日
常の生活において相互の協力し合うことを約した関係であることを公的に証明するものです。 
以下の要件がありますので、詳しくは、市ホームページでご確認いただくか、人権政策室まで
お問い合わせください。 
・両人ともが成人に達していること。 
・宣誓者のうち、一人あるいは両人とも枚方市民であること、または枚方市への転入を予定し
ていること。 
・配偶者がいないこと。 
・宣誓者以外の方とパートナーシップ宣誓をしていないこと。 
・宣誓者同士の関係が近親者でないこと。 
 
人権政策室 
電話 072-841-1424  
URL https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000023379.html  
 
 
１３．妊娠

にんしん

・出産
しゅっさん

の届出
とどけで

 

 
１．妊娠

にんしん

したとき 
妊娠し出産を予定している場合、市区町村に届け出ると母子健康手帳と妊産婦健康診査受診券
等が交付されます。この手帳は妊娠から出産および出生した子どもの予防接種などの記録にも
なる大切な書類です。 
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また、外国語版の母子健康手帳もありますので、詳しくは、健康寿命推進室 母子保健課（電
話 072-840-7221）までお問い合わせください。 
 
２．費用

ひ よ う

 
通常の妊娠・出産は病気ではないので健康保険の対象にはなりませんが、加入の健康保険（健
康保険組合、国民健康保険等）から、一時金として出産した病院へ直接 42 万円を限度に支給
されます。 
日本では出産にともない５日～６日の入院が必要です。入院にかかる費用は 50 万円前後です
が、病院によって異なります。不足分を出産した病院に支払ってください。 
詳しくは、加入の健康保険または出産予定の病院までお問い合わせください。 
国民健康保険加入者は市役所別館２階  国民健康保険室  国民健康保険課（電話
072-841-1403）までお問い合わせください。 
 
３．出 生 届

しゅっしょうとどけ

 
日本国内で赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含めて 14 日以内に、出生届を市区町村に提
出する必要があります。この届は、家族関係を証明するほか、税金や各種給付にもかかわりま
す。市役所または各支所で手続きができます。 
 
特別永住者の場合は 60 日以内に市役所本館１階 市民室市民課で特別永住許可申請をしてく
ださい。 
中長期在留者の場合は、30 日以内に入国管理局で在留資格取得許可申請をしてください。必
要なものは①母子健康手帳か出生受理証明②父母の在留カードの両面コピー③在職証明、課・
納税証明です。詳しくは大阪入国管理局（外国人在留総合インフォメーションセンター（電話
0570-013904 IP,PHS,海外 03-5796-7112）までお問い合わせください。また、赤ちゃんが外
国籍となる場合、あなたの国籍がある国の大使館または領事館へ届け出てパスポートを取得し
てください。 
 
１４．離婚

り こ ん

の届出
とどけで

 

 
夫婦とも外国人の場合、離婚は本国の法律によりますので、それぞれの本国の在日大使館か領
事館にお問い合わせください。 
夫婦の一方が日本に居住する日本人の場合は日本の法律により協議または審判・裁判離婚する
ことになります。届出は市役所または各支所でできます。 
 
離婚
り こ ん

と在留
ざいりゅう

資格
し か く

 
あなたが日本人の配偶者としての在留資格で滞在している場合、離婚するとその在留資格を失
うこともあります。また、外国人同士の結婚で家族滞在の資格で滞在している場合も同様の問
題が生じる恐れがあります。いずれも在留資格の変更が必要な場合がありますので、外国人在
留総合インフォメーションセンターまでお問い合わせください。 
 
離婚した中長期在留者のうち「家族滞在」「特定活動」「日本人の配偶者等」および「永住者の
配偶者等」の在留資格の人は 14日以内に大阪入国管理局へ届け出てください。 
 
●外国人在留総合インフォメーションセンター 
大阪市住之江区南港北 1−29−53（地下鉄中央線「コスモスクエア駅」下車すぐ） 
電話 0570-013904（IP,PHS,海外 03-5796-7112） 
平日 8:30～17:15 
 
URL https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html 
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●大阪出入国在留管理局 
大阪市住之江区南港北 1−29−53（地下鉄中央線「コスモスクエア駅」下車すぐ） 
電話、各手続きに関する詳細なお問い合わせ先については、巻末ページに掲載している一覧表
をご覧ください。 
 
URL https://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/index.html 
平日 9:00～12:00、13:00～16:00 
 

１５．死亡
し ぼ う

の届出
とどけで

 

 
外国人が、日本国内で死亡した場合は、日本の法律によって市区町村長に届け出なければなり
ません。死亡の事実を知った日から７日以内に届けることが必要です。 
市役所または各支所で手続きができます。 
 
配偶者が死亡した中長期在留者のうち「家族滞在」「特定活動」「日本人の配偶者等」および「永
住者の配偶者等」の在留資格の人は 14日以内に入国管理局へ届け出てください。 
詳しくは、大阪入国管理局（電話 0570-064259-110）までお問い合わせください。 
 
１６．子

こ

どもの健
けん

康
こう

・医
い

療
りょう

 

 
１．子

こ

どもの医
い

療
りょう

 
日本の小児医療の水準は大変高く、乳児死亡率は世界で最も低くなっています。専門の病院も
ありますが、まず近くの小児科にかかることをお勧めします。 
 
２．予防

よ ぼ う

接種
せっしゅ

 
子どもの予防接種は、取扱医療機関でロタ、Ｂ型肝炎、ヒブ、肺炎球菌、４種混合（３種混合、
ポリオ）、ＢＣＧ、麻しん風しん混合（MR）、麻しん、風しん、水痘（水ぼうそう）、日本脳炎、
２種混合２期、HPVの予防接種を行っています。詳しくは健康寿命推進室 母子保健課（電話
072-840-7221）までお問い合わせください。また、出生届の際には予防接種の重要性と起こり
うる副反応について説明した冊子「予防接種と子どもの健康」と予防接種予診票つづりを配付
しています。子どもに予防接種を受けさせるときは、母子健康手帳と予診票を忘れずに持参し
ましょう。 
 
３．乳幼児健康診査

にゅうようじけんこうしんさ

 
健康寿命推進室 母子保健課では、生後４カ月・19カ月・30カ月・42カ月などに無料で健康
診査を行っています。転入などで個人通知が届かない場合は、健康寿命推進室 母子保健課（電
話 072-840-7221）までお問い合わせください。 
 
４．子

こ

どもの医
い

療
りょう

費
ひ

の助
じょ

成
せい

 
０歳児から中学校３年生（15歳に到達した最初の３月 31日まで）の医療費の一部（健康保険
診療の自己負担金の一部）と食事療養費を助成します。申請は子どもの名前が記載されている
健康保険証、保護者と子どものマイナンバーがわかるものが必要です。詳しくは市役所別館２
階 医療助成課（電話 072-841-1359）までお問い合わせください。 
 
５．ひとり親

おや

家庭
か て い

医療費
い り ょ う ひ

の助成
じょせい

 
母子または父子家庭、両親のいない子とその養育者の家庭、両親のいずれかが重度障害の家庭、
裁判所から配偶者暴力等（DV）に関する保護命令が出された DV 被害者の家庭のいずれかに該
当する 18歳に到達した最初の３月 31日までの子とその親または養育者の医療費の一部（健康
保険診療の自己負担金の一部）を助成します。ただし、所得制限があります。詳しくは、市役
所別館２階 医療助成課（電話 072-841-1359）までお問い合わせください。 
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６．小
しょう

児
に

慢
まん

性
せい

特
とく

定
てい

疾
しっ

病
ぺい

に係
かか

る医
い

療
りょう

費
ひ

助
じょ

成
せい

制
せい

度
ど

 
厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっている児童等の治療にかかる医療費を助成します。詳
しくは、枚方市保健所保健医療課（電話 072-807-7625）までお問い合わせください。 
 
７．特定

とくてい

不妊
ふ に ん

治療
ちりょう

費用
ひ よ う

補助
ほ じ ょ

金
きん

交付
こ う ふ

制度
せ い ど

 
指定医療機関で受けた特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）に要した費用の一部を補助する
制度です。ただし、申請期限があります。詳しくは、枚方市保健所保健医療課（電話
072-807-7625）までお問い合わせください。 
 
８．不育症

ふいくしょう

治療
ちりょう

費用
ひ よ う

補助
ほ じ ょ

金
きん

交付
こ う ふ

制度
せ い ど

 
国内の医療機関で受けた保険外の不育症治療費を一年度につき上限 30 万円まで補助する制度
です。ただし、申請期限があります。詳しくは、枚方市保健所保健医療課（電話 072-807-7625）
までお問い合わせください。 
 
９．未熟児

み じ ゅ く じ

養育
よういく

医療
いりょう

給付
きゅうふ

 
種々の未熟性があり、家庭保育が困難なため、入院治療を必要とする未熟児に対して医療費の
一部を助成します。指定医療機関での入院治療のみ対象。退院後は申請できません。詳しくは、
市役所別館２階 医療助成課（電話 072-841-1359）までお問い合わせください。 
 
10．心臓病児

しんぞうびょうじ

手術
しゅじゅつ

見舞
み ま い

金
きん

制度
せ い ど

 
本人または保護者が市内に引き続き１年以上居住（住民基本台帳に記載）し、18 歳未満で心
臓病の手術を受けた場合に見舞金として、25,000 円を支給します。手術後１年以内に申請し
てください（対象者１人につき１回限り）。詳しくは、市役所別館２階 医療助成課（電話
072-841-1359）までお問い合わせください。 
 
11．助産

じょさん

制度
せ い ど

 
経済的な理由により産院などでの出産が難しい場合、指定病院（市内では市立ひらかた病院の
み）での出産費用を助成します。ただし、所得制限があります。また、出産後の申請はできま
せん。必ず出産前に相談を受けてください。 
詳しくは、ひらかたサンプラザ３号館４階 子どもの育ち見守り室「となとな」（電話
050-7102-3227）までお問い合せください。 
受付時間：9:00～17:30（土・日曜、祝日は除く） 
 
１７．保育

ほ い く

 

 
日本では、１．自治体に認可された保育所等（認可保育所・幼保連携型認定こども園や幼稚園
型認定こども園等）、２．認可されていないが自主的に運営されている保育所（認可外保育施
設）があります。 
 
１．自治体

じ ち た い

に認可
に ん か

された保育所
ほ い く し ょ

等
とう

 
①認可保育所 
公立と私立の保育所があり、就労などのために家庭での保育が困難な状況であると市が認定し
た乳幼児を預かる施設です。市ごとに保育料の基準が定められており、公立・私立とも同じで
すが、実際の保育料は家族の収入の状況により異なり、０～２歳児クラスの保育料については、
市が徴収します。なお、幼児教育・保育の無償化のため、３歳児クラス以上の保育料は無償で
す。また、令和２年４月から、本市独自の支援策として第２子以降の無償化を実施し、子育て
世帯の負担軽減を図っています。 
 
②認定こども園（幼保連携型、幼稚園型） 
幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持つ施設です。 
・保育所部分 
就労などのため家庭での保育が困難な世帯が利用。 
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・幼稚園部分 
小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を目的とする世帯が利用。   
０～２歳児クラスの保育料は、直接、各施設が保護者から徴収します。３歳児クラス以上（幼
稚園部分については、満３歳児クラス以上）の保育料は、幼児教育・保育の無償化により無償
（幼稚園部分については上限があります）です。また、令和２年４月から、本市独自の支援策
として第２子以降の無償化を実施し、子育て世帯の負担軽減を図っています。 
また、保育料以外に別途費用がかかる場合があります。 
 
③小規模保育事業実施施設 
就労などのため、家庭での保育が困難な保護者に代わって０歳児～２歳児を対象に少人数の保
育をする施設です。保育料は、直接、各施設が保護者から徴収します。なお、令和２年４月か
ら、本市独自の支援策として第２子以降の無償化を実施し、子育て世帯の負担軽減を図ってい
ます。 
 
①②③の申込方法などについては、市役所別館５階 保育幼稚園入園課（電話 072-841-1472）
までお問い合わせください。 
 
２． 認可外

に ん か が い

保育
ほ い く

施設
し せ つ

 
申込方法や保育料などは各施設によって異なりますので、直接、各施設までお問い合わせくだ
さい。 
就労等で市から保育の必要性の認定を受けた３～５歳児もしくは非課税世帯の０～２歳児は、
保育料が幼児教育・保育の無償化の対象となる場合があります。詳細は私立保育幼稚園課（電
話 072-841-1471）へお問い合わせください。 
 
１８．教育

きょういく

 

 
日本の学校教育は幼稚園から始まり、小学校（６歳から６年間）、中学校（３年間）、高校（３
年間）を経て、大学などの高等教育機関へと進んでいきます。義務教育は小学校１年生から中
学校３年生までの９年間です。この間は授業料・教科書代は無料で、定められた公立学校に行
くことができます。ただし、教科書以外の副教材や学校での旅行の費用などは別途必要です。 
学校年度は４月１日から翌年３月 31日までで、７月下旬から８月下旬までの夏休み、12月下
旬から１月初旬までの冬休み、３月下旬から４月初旬までの春休みがあります。 
 
１．就学

しゅうがく

 
義務教育で学校に通わせる必要がある年齢の子どもがいる場合、市教育委員会 教育支援室 
学校支援課（枚方市車塚 1-1-1 電話 050-7105-8043）に就学を申請してください。申請には子
どもの在留カードが必要です。住んでいる地域で通う学校が決まります。 
 
２．私立

し り つ

幼稚園
よ う ち え ん

 
私立幼稚園の入園手続きについては、希望する幼稚園までお問い合わせください。 
 
●市立幼稚園への入園 
市内に住む小学校就学前の幼児（３歳～５歳）には入園資格があります。詳しくは、各市立幼
稚園へお問い合わせください。 
 
３．小学校

しょうがっこう

・中学校
ちゅうがっこう

 
 
●就学通知書 
小学校入学予定者の保護者に対し、１月末までに就学通知書が郵送されます。この通知書は就
学の申請に基づいています。中学校入学予定者の保護者に対しては、11 月末までに就学通知
書が郵送されます。 
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●就学時健康診断 
小学校入学予定の子どもを対象に、10月中旬～11月に健康診断を行います。日程は 10月上旬
に保護者に郵送で通知します。 
 
●就学援助制度 
経済的理由により、子どもを就学させることが困難な家庭に対し、学用品費、学校給食費、修
学旅行費などを援助します。詳しくは、市教育委員会 教育支援室 学校支援課（車塚 1-1-1 
電話 050-7105-8043）までお問い合わせください。 
 
●学校給食 
季節の食材を取り入れ、郷土料理や行事食などバラエティー豊かな給食を提供しています。 
小学校は、全員が給食を食べる全員喫食、中学校は、希望者があらかじめ注文する選択制とな
っています。 
 
●教育指導員 
枚方市立小・中学校では、日本語を理解することが難しい児童・生徒に対して、日本語や教科
の学習の支援、学校生活の相談等を行う教育指導員を派遣する制度があります。派遣期間は編
入後２年間。週１～２回（１回２時間）。詳しくは、学校の先生に相談してください。 
 
４．奨学

しょうがく

金
きん

 
経済的理由により高等学校、中等教育学校（後期課程）、高等専門学校、特別支援学校の高等
部、専修学校（修学年限が３年以上の高等課程に限る）、高等学校に準ずる外国人学校に通う
ことが困難な生徒には奨学金の支給制度があります。 
また、交通事故で保護者を亡くした市内在住の小・中学生には「枚方市交通災害遺児奨学金制
度」があります。詳しくは、市教育委員会 教育支援室 学校支援課（車塚 1-1-1 電話
050-7105-8043）までお問い合わせください。 
 
５．帰国

き こ く

・渡
と

日
にち

児童
じ ど う

生徒
せ い と

学校
がっこう

生活
せいかつ

サポート 
大阪府教育委員会では、外国人児童・生徒の学校での生活をサポートするためのホームページ
を開設しています。 
URL https://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikokutoniti-sapo 
 
 
６．留守

る す

家庭
か て い

児童会室
じどうかいしつ

 
保護者が仕事や病気などで放課後保育ができない状況にある小学生の保育を市内の小学校で
実施しています。 
・設置場所：枚方市立 44小学校 
・開室日：月曜日から金曜日、（土曜日：臨時開室あり） （休室日：土・日・祝、年末年始、
準備休室日） 
・開室時間：学校通常期：13 時 15 分から 19 時、学校休業期：8 時から 19 時、臨時開室：8
時から 18時 
・利用について：保育料 1人 1ヶ月 7,200円（18時から 19時までの延長保育料：1,000円） 
※生活保護受給世帯、市民税非課税世帯及び所得税非課税世帯には減免制度があります。 
詳しくは、市教育委員会 教育支援室 放課後子ども課（車塚 1-1-1 電話 050-7105-8201）ま
でお問い合わせください。 
 
７．放課後

ほ う か ご

キッズクラブ
き っ ず く ら ぶ

 
●放課後子ども教室 
 小学校に通う児童及びその校区に住む児童が気軽に参加できる、自由で自主的な遊び等の活
動です。 
・設置場所：令和 4年度については市立 4小学校（川越小学校、津田小学校、山田小学校、蹉
跎小学校） 
・開設日・時間：毎週土曜日と学校休業日の９時から 17時まで 
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・活動場所：学校の教室等 
・利用について：利用料金は無料です。ただし、事前に登録が必要です。 
・詳しくは、市教育委員会 教育支援室 放課後子ども課（車塚 1-1-1 電話 050-7105-8201）
までお問い合わせください。 
 

１９．児童
じ ど う

のための手当
て あ て

 

 
１．児童

じ ど う

手当
て あ て

・特例
とくれい

給付
きゅうふ

 
中学校卒業（15歳の誕生日後の最初の 3月 31日）までの児童を養育している方に支給します。 
原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日（異動日）が
月末に近い場合は、申請が翌月になっても異動日の翌日から 15 日以内であれば、申請月分か
ら支給します。 
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。 
 
【月 額（1人当たり）】  
 ３歳未満  一律 15,000 円  ３歳以上小学校修了前 10,000円（第３子以降 15,000円） 
 中学生   一律 10,000 円                   
※ただし、所得額によって上記金額と異なる場合があります。 
 
【支給月】6月（2～5 月分）・10月（6～9月分）・2月（10～1月分） 
 住所変更などの届出は本館１階市民室、津田・香里ケ丘・北部の各支所でも手続きができる
場合があります。必要書類など詳しくは、市役所別館２階 年金児童手当課（電話
072-841-1408）までお問い合わせください。 
 
２．児童

じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

 
父母が婚姻を解消した児童や、父または母が障害・拘禁などの政令に定めた状態にある児童を
監護している母、または監護し同一生計の父、もしくは養育している養育者に支給されます。
児童の対象年齢は 18歳到達後最初の 3月 31日まで（政令で規定する障害がある場合は 20 歳
未満）です。 
手当は毎年、１月・３月・５月・７月・９月・11 月に、それぞれの前月分までが請求者名義
の口座に振り込まれます。ただし、所得制限があります。また、公的年金等を受給されている
場合、併給調整となる場合があります。必要書類など、詳しくは、市役所別館２階年金児童手
当課（電話 072-841-1408）までお問い合わせください。 
 
３．特別

とくべつ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

 
20 歳未満で、政令で規定する障害の状態にある児童を監護している父母または父母に代わっ
て児童を養育している養育者に支給されます。障害の判定は原則として所定の診断書で行いま
す（診断書を省略できる場合があります）。手当は 4 月（12～3 月分）・8 月（4～7 月分）・11
月（8～11月分）に請求者名義の口座に振り込まれます。ただし、所得制限があります。必要
書類など、詳しくは、市役所別館２階 年金児童手当課（電話 072-841-1408）までお問い合
わせください。 
 
４．障害児

しょうがいじ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

 
重度の障害のために、日常生活において常時の介護を要する在宅の 20 歳未満の人で、認定基
準に該当していることが所定の診断書により判断された人に支給されます(診断書は省略でき
る場合があります)。 ただし、所得制限があります。詳しくは、市役所別館１階 福祉事務所 
障害企画課（電話 072-841-1152）までお問い合わせください。 
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２０．子
こ

どもに関
かん

する相
そう

談
だん

 

 
１．18歳

さい

未満
み ま ん

の子
こ

どもに関
かん

する相
そう

談
だん

 
子どもとその家庭に関する相談を行っています。詳しくは、ひらかたサンプラザ３号館４階 
子どもの育ち見守り室「となとな」（電話 050-7102-3221＜要予約＞）までお問い合わせくだ
さい。 
受付時間：9:00～17:30（土・日曜、祝日は除く） 
 
２．児童

じ ど う

虐待
ぎゃくたい

通告
つうこく

窓口
まどぐち

 
「虐待では？」と疑われた場合には、ご連絡ください。詳しくは、ひらかたサンプラザ３号館
４階 子どもの育ち見守り室「となとな」（電話 050-7102-3220）までお問い合わせください。 
受付時間：9:00～17:30（土・日曜、祝日は除く） 
 
３．ひきこもり、ニート、不

ふ

登
とう

校
こう

に関
かん

する相
そう

談
だん

 
おおむね 15歳から 39 歳までの本人、家族、関係者からの相談をお受けします。詳しくは、ひ
らかたサンプラザ３号館４階 ひきこもり等子ども・若者相談支援センター（子どもの育ち見
守り室「となとな」内）までお問い合わせください。 
専用電話 072-843-2255 
受付時間：9:00～17:30（土・日曜、祝日は除く） 
 
４．ひとり親

おや

家
か

庭
てい

に関
かん

する相
そう

談
だん

 
ひとり親のみなさんや、これからひとり親になるかもしれない方の、自立のための相談をお受
けします。詳しくは、ひらかたサンプラザ３号館４階 子どもの育ち見守り室「となとな」（電
話 050-7102-3227）までお問い合わせください。 
受付時間：9:00～17:30（土・日曜、祝日は除く） 
 

２１．医療
いりょう

・保健
ほ け ん

 

 
１．医療

いりょう

機関
き か ん

の種類
しゅるい

 
診察を受けるには、病院・診療所・歯科医院などの医療機関があります。受診を希望する場合
は、まず診療所の診察を受けることをお勧めします。なお、診療所は午前・午後の診察を行う
ところが一般的ですが、平日の午後が休診の場合もあります。また、病院は午前中の診察のみ
の所もありますので確認してください。 
 
２．医療

いりょう

通訳士
つ う や く し

 
市は病気等により医療を必要とする場合に、医療通訳士を無料で医療機関に派遣します。対象
は一般外来診療及び保健センターで実施の乳幼児健康診査。診療予定日の５日前まで（土・日
曜、祝日除く）に市内の対象医療機関に申し込みが必要です。詳しくは市ホームページ 
 
URL https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000006845.html 
 
もしくは市役所別館２階 健康福祉政策課にあるパンフレットをご覧ください。 
 
対象言語は英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語です。 
※韓国・朝鮮語、スペイン語は必ず事前に日程調整が必要です。 
 
３．外

がい

国
こく

語
ご

の分
わ

かる病
びょう

院
いん

 
 
●大阪府医療機関情報システム 
URL https://www.mfis.pref.osaka.jp/apqq/qq/men/pwtpmenult01.aspx 
外国語で診察を受けられる病院・クリニックを、圏域、言語別に検索することができます（た
だし、検索は日本語と英語のみです）。 
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●おおさかメディカルネット 
URL https://www.mfis.pref.osaka.jp/omfo/ 
（日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ
語） 
急な病気やケガを負ったときなどに利用いただける情報についてまとめています（リンク先は
一部言語非対応の場合あり。その場合は英語のページになります）。 
 
●大阪府外国人情報コーナー 
相談専用電話 06-6941-2297 
（日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、フィリピ
ン語、タイ語、インドネシア語、ネパール語） 
ファクス 06-6966-2401(日本語、英語のみ) 
E-mail jouhou-c@ofix.or.jp(日本語、英語のみ) 
URL https://www.ofix.or.jp/life/japanese/ 
 
●言葉の通じる医療機関情報や医療福祉制度の案内 
(特非)AMDA国際医療情報センター 
https://www.amdamedicalcenter.com/ 
外国人への日本の医療情報の提供と、診療時の無料電話通訳を行っています。 
 
●多言語医療問診票 （18言語対応可） 
URL https://www.kifjp.org/medical/ 
（特非）国際交流ハーティ港南台と（公財）かながわ国際交流財団による協働作成。日本語を
話せない外国人が、病気やケガをしたときに、その症状を母国語で医師などに伝えられるよう
制作されたものです。 
 
４．夜間

や か ん

休日
きゅうじつ

の病気
びょうき

 
●枚方休日急病診療所 
日曜・祝日、年末年始、土曜夜間に病気になったときは、枚方休日急病診療所（禁野本町 2-14-16、
電話 072-848-1777）が利用できます。 
・受付時間 
 日曜・祝日・年末年始 10:00～12:00、13:00～17:00  
 土曜夜間 18:00～21:00（土曜が休日の場合、日曜・祝日の扱いとなります。) 
 
●枚方休日歯科急病診療所 
日曜・祝日、年末年始に歯科の急病診療を受けたいときは、枚方休日歯科急病診療所（禁野本
町 2-14-16、電話 072-848-0841）が利用できます。 
・受付時間 
 日曜・祝日・年末年始 9:30～11:30、13:00～16:30  
 
●北河内こども夜間救急センター 
中学３年生までの子どもが、夜間に病気になったときは、北河内こども夜間救急センター（禁
野本町 2-14-16、電話 072-840-7555）が利用できます。 
受診の際、電話での医療通訳サービスがご利用できます。対象言語は英語、中国語、韓国語、
スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語です。 
なお、受診の際は健康保険証および乳幼児医療証等を必ずご持参ください。 
・受付時間 
 20:30～翌朝 5:30（365日） 
 
５．最

も

寄
よ

りの薬
やっ

局
きょく

 
あなたの家に近い薬局を探せます。 
●保険薬局検索システム（英語、中国語、韓国・朝鮮語、日本語） 
URL https://kensaku.okiss.jp/Pc/index.php  
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６．健康

けんこう

づくり 
市民が健康づくりに利用できるよう、健康講座や健康づくり教室・健康相談・栄養相談などを
実施しています。また、がん検診などの各種検診を地域の医療機関等で実施しています。詳し
くは、健康寿命推進室 健康づくり・介護予防課 (電話 072-841-1458）までお問い合わせく
ださい。 
 
７．こころの健康

けんこう

相談
そうだん

 
こころの病（統合失調症、うつ病、認知症、アルコール依存症などの精神疾患、ひきこもりな
ど）についての相談を行います。詳しくは、枚方市保健所保健医療課（電話 072-807-7625）
までお問い合わせください。 
 
８．指

し

定
てい

難
なん

病
びょう

に係
かか

る医
い

療
りょう

費
ひ

助
じょ

成
せい

制
せい

度
ど

及
およ

び療
りょう

養
よう

相
そう

談
だん

 
「難病法」に基づく指定難病の医療費助成申請受付及び療養相談を行います。詳しくは、枚方
市保健所保健医療課（電話 072-807-7625）までお問い合わせください。 
 
９．肝炎

かんえん

治療費
ち り ょ う ひ

助成
じょせい

制度
せ い ど

の受付
うけつけ

 
Ｂ型・Ｃ型ウイルス性肝炎の治療費助成の申請受付を行います。詳しくは、枚方市保健所保健
医療課（電話 072-807-7625）までお問い合わせください。 
 
10．肝

かん

がん・重度肝
じゅうどかん

硬変
こうへん

治療
ちりょう

研究
けんきゅう

促進
そくしん

事業
じぎょう

制度
せ い ど

の受付
うけつけ

 
Ｂ型・Ｃ型ウイルスによる肝がん・重度肝硬変（非代償性肝硬変）の入院医療費の一部を助成
する制度の申請受付を行います。詳しくは、枚方市保健所保健医療課（電話 072-807-7625）
までお問い合わせください。 
 
11．HIV／AIDSの相談

そうだん

・検査
け ん さ

 
AIDS に関する相談及び HIV 検査を無料で行います。詳しくは、枚方市保健所保健医療課（電
話 072-807-7625）までお問い合わせください。 
検査同行サービス（通訳）や性感染症に関する電話相談を希望する場合は、ご自身で NPO法人
CHARM（電話 06-6354-5902）にお問い合わせください。 
 
12．犬

いぬ

の登録
とうろく

と狂 犬 病
きょうけんびょう

予防
よ ぼ う

注射
ちゅうしゃ

 
飼い主は、犬を取得（もしくは生後 90日経過）してから 30日以内に飼い犬の登録をする義務
があります。また、毎年４月～６月の期間に狂犬病の予防注射を受けさせなければなりません。 
飼い犬登録は枚方市保健所でできます。狂犬病予防注射は動物病院で受けてください。 
詳しくは、枚方市保健所保健衛生課（電話 072-807-7624）までお問い合わせください。 
 
13．予防

よ ぼ う

接種
せっしゅ

 
取扱い医療機関で、高齢者を対象に肺炎球菌やインフルエンザの予防接種を行っています。ま
た、昭和 37年 4月 2日～昭和 54年 4月 1日生まれの男性と妊娠を希望する女性等を対象に、
風しん抗体検査と予防接種を行っています。詳しくは健康寿命推進室 母子保健課（電話
072-840-7221）までお問い合わせください。 
 
２２．障害者

しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

 

 
１．障害者

しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の交付
こ う ふ

 
●身体障害者手帳 
視覚・聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく・肢体・心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・膀胱・直腸・
小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害がある人で、身体障害者福祉法に定める
障害に該当すると認められた人に交付します（指定医師の診断が必要です）。 
 



21 

 

●療育手帳 
18 歳未満の人は大阪府中央子ども家庭センター、18 歳以上の人は大阪府障がい者自立相談支
援センターで知的障害と判定された人に交付します。 
 
●精神障害者保健福祉手帳 
統合失調症やうつ病、てんかん、中毒性精神病など精神疾患のある人のうち、精神障害のため
長期にわたり日常生活または社会生活に制約があると認められた人に交付します。交付するに
は、所定の診断書または精神障害による障害年金証書等が必要です。手帳の交付または障害者
福祉サービスについての詳しい手続きについては、市役所別館１階 福祉事務所 障害支援課
(電話 072-841-1457)までお問い合わせください。 
 
２．自立

じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

(更生
こうせい

医療
いりょう

、育成
いくせい

医療
いりょう

、精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

) 
心身の障害を除去・軽減するために自立支援医療の指定医療機関で受ける医療について、医療
費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。医療保険が適用される医療費のうち 90％
までが健康保険やその他の制度を組み合わせて公費で支払われ、残りの 10％が自己負担とな
ります。自己負担額は世帯の所得に応じて上限額が設定されますが、同じ医療保険に加入して
いる家族の市民税額によっては対象外となる場合があります。詳しくは市役所別館１階 福祉
事務所 障害支援課(電話 072-841-1457)までお問い合わせください。 
 
●更生医療 
身体障害者手帳をお持ちの 18 歳以上の人が、その障害の機能の改善・維持のため、手術等の
治療によって確実な効果が期待できるときに医療費を助成します。 
 
●育成医療 
身体上に障害があり、そのまま放置しておくと将来障害を残すとみられる 18歳未満の児童が、
手術等の治療によって確実な効果が期待できるときに医療費を助成します。 
 
●精神通院医療 
統合失調症などの精神疾患またはてんかんを有し、通院を継続的に必要とするときに医療費を
助成します。精神障害者保健福祉手帳の有無は問いません。 
 
３．重度

じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

医療費
い り ょ う ひ

の助成
じょせい

 
身体障害者手帳１級・２級や療育手帳Ａ、療育手帳Ｂ１と身体障害者手帳３級～６級の両方、
精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方、指定難病（特定疾患）受給者証をお持ちで障害年
金（または特別児童扶養手当）１級に該当する方の医療費の一部（健康保険診療の自己負担金
の一部）を助成します。 
ただし、所得制限があります。詳しくは、市役所別館２階 医療助成課（電話 072-841-1359）
までお問い合わせください。 
 
４．障害児

しょうがいじ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

 
重度の障害のために、日常生活において常時の介護を要する在宅の 20 歳未満の人で、認定基
準に該当していることが所定の診断書により判断された人に支給されます(診断書は省略でき
る場合があります) 。 
ただし、所得制限があります。詳しくは市役所別館１階 福祉事務所 障害企画課(電話
072-841-1152)までお問い合わせください。 
 
５．特別

とくべつ

障害者
しょうがいしゃ

手当
て あ て

 
重度の障害のために、日常生活において常時特別な介護を要する在宅の 20 歳以上の人で、認
定基準に該当していることが所定の診断書により判断された人に支給されます （診断書は省
略できる場合があります） 。 
ただし、所得制限があります。詳しくは、市役所別館１階 福祉事務所 障害企画課(電話
072-841-1152)までお問い合わせください。 
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６．大阪府
お お さ か ふ

重度障
じゅうどしょう

がい者
しゃ

在宅
ざいたく

生活
せいかつ

応援
おうえん

制度
せ い ど

 
身体障害者手帳１級または２級と療育手帳のＡを併せ持つ重度障害者（児）の介護者に支給さ
れます。ただし、施設に入所中、病院に３カ月以上入院中、および特別障害者手当を受給中の
人は受給資格がありません。詳しくは、市役所別館１階 福祉事務所 障害企画課(電話
072-841-1152)までお問い合わせください。 
 
７．障害者

しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

に関
かん

する相談
そうだん

 
障害者の虐待に関する通報や相談は、枚方市障害者虐待防止センター（電話 072-841-5301、
ファクス 072-841-5123）までお問い合わせください。 
受付時間：平日の 17 時 30 分以降と土・日曜、祝日は留守番電話で対応(ファクスは翌開庁日
の対応) 
市内、障害者相談支援センターでも通報・相談を受け付けています。 
 
８．障害者

しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

 
障害者差別に係る相談は、市役所別館１階 福祉事務所 障害支援課(電話 072-841-1457、フ
ァクス 072-841-5123)へ 
受付時間：9：00～17：30(土・日曜、祝日は除く) 
市内、障害者相談支援センターでも相談を受け付けています。 
 
２３．税金

ぜいきん

 

 
１．所得

しょとく

に対
たい

する税金
ぜいきん

について 
日本に住んでいる人は、外国籍であっても１年以上日本に居住すると居住者となり、個人が給
与や事業などで一定の収入を得た場合、１月１日～12月 31日の１年間の所得に応じて税金を
納付する義務が生じます。 
所得に対する税金は、国（日本）に納める「所得税」、住民となる居住地の枚方市に納める「市
民税」と大阪府に納める「府民税」があります。 
 
(1)  所得税 
所得税は、１年間に個人が得た全ての所得に応じて算定される税金です。 
給与を受けている人は、給与の支払時に源泉徴収されますが、以下に該当する人は、税務署で
確定申告による申告納税が必要です。 
・事業を営んでいる人 
・給与所得以外の所得がある人 
・複数の会社から給与を受けている人 
・年の途中で退職した人 
・勤務先で年末調整されなかった人 
・医療費控除などを受けようとする人 
 
年の途中で出国される場合は、その年の出国時までの所得について確定申告をして税金の精算
が必要です。 
また、日本では各国と租税条約を締結しており、入国している一定の条件（職業・期間等）に
より、課税を免除される場合もあります。 
所得税、消費税など国税については、枚方税務署（電話 072-844-9521）までお問い合わせく
ださい。 
 
(2) 市・府民税 
市民税と府民税は、総称して市・府民税（または住民税）と言い、枚方市が市民税と府民税の
両方を併せて賦課徴収しています。 
市・府民税は、１月１日～12月 31日の１年間の所得に対し、翌年１月１日（賦課期日）に居
住する市町村で課税されます。 
給与所得の人は、勤務先が給与支払時に特別徴収（給与から天引き）します。 
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個人住民税の申告において、平成 28 年１月１日以降国外居住親族に係る扶養控除等の適用を
受ける場合は、その親族に係る｢親族関係書類｣、｢送金関係書類｣の提出が義務づけられました。 
税金を納める義務がある人が、年の途中で出国する場合は、税金の精算のため納税管理人を選
任し届け出ることが必要です。 
市・府民税については、市役所本館２階 市民税課（電話 072-841-1353）までお問い合わせ
ください。 
 
２．軽自動

け い じ ど う

車税
しゃぜい

 
軽自動車税（種別割）は、原動機付自転車や軽自動車等に対し、毎年４月１日現在の所有者に
かかる税金で、枚方市から５月に納税通知書を送付します。 
原動機付自転車、小型特殊自動車の届け出や軽自動車税（種別割）については、市役所本館２
階 市民税課（電話 072-841-1352）までお問い合わせください。 
ただし、軽三輪車・軽四輪車の届け出は、軽自動車検査協会大阪主管事務所高槻支所（電話
050-3816-1841＜コールセンター＞）、軽二輪車・二輪の小型自動車の届け出は、近畿運輸局大
阪運輸支局（電話 050-5540-2058＜自動車登録手続ヘルプデスク＞）までお問い合わせくださ
い。 
 
３．固定

こ て い

資産税
し さ ん ぜ い

 
固定資産税は、１月１日現在、枚方市内に土地・家屋や償却資産を所有している人の税金で、
市街化区域に土地や家屋を所有している人には都市計画税も併せて賦課徴収します。枚方市か
ら５月に納税通知書を送付します。 
固定資産税・都市計画税については、市役所本館２階 資産税課（電話 072-841-1361）まで
お問い合わせください。 
 
４．税

ぜい

の証明
しょうめい

 
在留資格の更新により法務局・入国管理局への書類提出などのため市・府民税や所得に関する
証明が必要な人、検査のため所有する軽自動車の納税証明が必要な人、土地・家屋の評価等の
証明が必要な人は、印鑑および在留カード・特別永住者証明書等を持参して市民室市民課証明
発行コーナーまたは各支所の窓口に申請してください。なお、所定の手数料が必要です。 
証明書については、市役所本館１階 市民室市民課証明発行コーナー（電話 072-841-1306）
までお問い合わせください。 
 
５．その他

た

（府
ふ

税
ぜい

） 
普通自動車や大型自動車などを所有している人に課せられる自動車税種別割、自動車を取得し
たときに課せられる自動車税環境性能割、事業を営んでいる人への事業税など、大阪府へ納め
る府税があります。 
府税については、北河内府税事務所（電話 072-844-1331代表）までお問い合わせください。 
 
６．市税

し ぜ い

の納付
の う ふ

場所
ば し ょ

 
市税は、市役所本館１階 枚方市指定金融機関窓口(りそな銀行)、２階 納税課、津田支所、
香里ケ丘支所、北部支所のほか、金融機関（銀行・郵便局など）およびコンビニエンスストア
やスマートフォンアプリで納付できます。 
ただし、取扱期限が過ぎたものや、バーコードが印刷されていないものなどは、コンビニエン
スストアやスマートフォンアプリではお取り扱いができません。 
納税については、市役所本館２階 納税課（電話 072-841-1379）までお問い合わせください。 
 
７．税金

ぜいきん

を納
のう

期限
き げ ん

までに納
おさ

めることができない場合
ば あ い

 
どうしても納期限までに納めることができない場合は、納税課に相談してください。 
納税相談については、市役所本館２階 納税課(電話 072-841-1380)までお問い合わせくださ
い。 
 
８．税金

ぜいきん

を納
のう

期限
き げ ん

までに納
おさ

めなかった場合
ば あ い

 
税金を納期限までに納めないと、督促状(「税金をすぐに納めてください」とお知らせする手
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紙)が届きます。税金を納期限までに納めないと、延滞金がかかる場合があります。納税相談
をせず、税金を納期限までに納めなかった場合は、あなたの財産(給料・預貯金など)を差押え
ます。 
納税相談については、市役所本館２階 納税課(電話 072-841-1380)までお問い合わせくださ
い。 
 
２４．さまざまな相談

そうだん

 

 
１． 生活

せいかつ

に関
かん

する相談
そうだん

 
 
●大阪府外国人情報コーナー 
大阪府外国人情報コーナーでは、在住外国人の方が安心して過ごせるよう、多言語(11 言語)
で生活関連情報を含めた幅広い情報の提供や相談に応じています。相談は来所、電話、E-mail、
ファクスのいずれかで受け付けています。どうぞお気軽にご利用ください。  
※相談無料。秘密は守ります。 
 
・開設場所 
 (公財)大阪府国際交流財団内 
大阪市中央区本町橋 2-5 マイドームおおさか５階 
・開設日時 
月・金曜日 9:00～20:00 
火・水・木曜日 9:00～17:30 
第 2・第 4日曜日 13:00～17:00 
・対応言語 
英語、中国語、韓国･朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、フィリピン語、タイ
語、インドネシア語、ネパール語、日本語 
・相談専用電話 06-6941-2297 
・ファクス 06-6966-2401 ※日本語、英語のみ 
・E-mail jouhou-c@ofix.or.jp ※日本語、英語のみ 
 
●ＦＲＥＳＣヘルプデスク 
FRESC（外国人在留支援センター）による、新型コロナウイルス感染症の影響で困窮している
外国人のための電話相談窓口です。 
 
・開設日時 
月曜～金曜日 9:00～17：00（祝日・12月 29日から１月３日までは休み） 
・電話 0120-76-2029 
・対応言語 
英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、ネパール語、タイ語、
インドネシア語、フィリピン（タガログ）語、ミャンマー語、クメール（カンボジア）語、モ
ンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥー語、ベンガル語 
 
●在日外国人のための無料電話相談（よりそいホットライン） 
外国出身者・外国籍の人が直面しやすい特有の課題について、必要と思われる情報を提供した
り、助けとなる専門的な機関や団体を紹介したりします。（一般社団法人）社会的包括サポー
トセンターが運営しています。 
 
・開設時間 
10：00～22：00 
・電話 0120-279-338 
※ガイダンスが流れたら「２」を押してください。外国語専門ラインにつながります。 
※曜日・時間帯によって対応できる言語が異なります。 
・URL https://www.since2011.net/yorisoi/n2/ 
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２．法律
ほうりつ

に関
かん

する相談
そうだん

 
 
●外国人法律相談 
大阪弁護士会が外国の方のために法律相談を行います。 
※資力が一定額以下の方は相談料無料。 
※予約の際に相談すれば通訳をつけることも可能です（通訳料無料）。 
毎週金曜 13:00～16:00（予約制） 
電話 06-6364-1248（平日 9:00～20:00）（土曜 10:00～15:30） 
URL https://soudan.osakaben.or.jp/field/foreign/ 
 
●法テラス多言語情報提供サービス 
法テラスは多言語情報提供サービスを実施しています。 
問合せの内容に応じて、解決に役立つ日本の法制度や弁護士会などの関係機関を無料で紹介し
ます。 
対応言語は、英語、中国語、韓国、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語、ネ
パール語、タイ語、インドネシア語の 10言語です。 
受付時間 平日 9:00～17:00 
電話 0570-078377 
URL https://www.houterasu.or.jp/multilingual/index.html 
 
 
３．人権

じんけん

に関
かん

する相談
そうだん

 
 
●人権なんでも相談（枚方人権まちづくり協会） 
 月～金曜 9:00～17:30（但し、第 1水曜日・第 4木曜日 12:45から 17:30） 
 電話 072-844-8788 
 
●外国語人権相談ダイヤル（全国共通） 
 対応言語 英語、中国語、韓国・朝鮮語、フィリピン語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパ
ール語、スペイン語、インドネシア語、タイ語 
 月～金曜（年末年始を除く） 9:00～17:00 
 電話 0570-090911 
 
●外国語インターネット人権相談 
 https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html 
 
 
４．配偶者

はいぐうしゃ

・同棲
どうせい

相手
あ い て

・交際
こうさい

相手
あ い て

からの暴力
ぼうりょく

についての相談
そうだん

 
配偶者・同棲相手・交際相手からの暴力である「ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）」は
殴る・蹴るなどの身体的な暴力だけではありません。離婚すると脅されたり、怒鳴られたり、
暴言を言われるなどの精神的な暴力や、生活費をもらえないなどの経済的な暴力、避妊に協力
しない、性行為を強要するなどの性的暴力、家族や友人などとの付き合いを監視したり制限す
ることもＤＶです。 
あなたには暴力に脅かされることなく安心して暮らす権利があります。１人で悩まずに相談し
てみませんか？ 
 
●配偶者・同棲相手・交際相手からの暴力について相談したいとき 
・枚方市配偶者暴力相談支援センター 
「ひらかたＤＶ相談室」 
（9:00～17:30 土･日曜、祝日･年末年始は休み) 
電話 072-841-3134 FAX072-846-7813 
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・大阪府中央子ども家庭センター（ＤＶ相談） 
(9:00～17:45 土･日曜、祝日･年末年始は休み)  
電話 072-828-0277 
 
・大阪府女性相談センター 
外国人専用電話 
電話 06-6949-6181  
9:00～17:30（土・日曜、祝日・年末年始は除く） 
（大阪府外国人情報コーナートリオフォン利用） 
（9:00～20:00 祝日・年末年始を除く） 
電話 06-6949-6022、06-6946-7890 
ファクス 06-6940-0075（相談専用） 
（上記以外の時間）夜間・祝日ＤＶ電話相談 06-6946-7890 
ファクス 06-6940-0075（相談専用） 
 
●身の危険を感じたとき 
枚方警察署 072-845-1234 
交野警察署 072-891-1234 
または 110番 
 
 
５．男女

だんじょ

共生
きょうせい

フロア・ウィルの相談
そうだん

 
枚方市男女共生フロア・ウィル（ひらかたサンプラザ３号館４階）では、男女のさまざまな悩
みについて相談や情報提供を行っています。 
予約受付時間 
月・水・金曜  9:00～17:30 
火・木曜    9:00～20:00 
（土・日曜、祝日・年末年始休み、第１土曜日は 9:00～17:30まで開所） 
（岡東町 12-3-410、電話 072-843-5636） 
 
女性のための相談 
・女性のための面接相談＜要予約＞  
電話 072-843-5636 
 
・女性のための電話相談  
電話 072-843-7860 
火曜 15:00～16:40、17:30～20:00 
水曜 13:00～17:00 
木曜 10:00～11:40、12:30～15:00 
※受付は各終了時間の 20分前まで 
 
・女性のための法律相談（面接）＜要予約＞  
電話 072-843-5636 
 
男性のための相談 
・男性のための電話相談  
電話 072-843-5730 
第１土曜 14:00～17:00 
第４木曜 18:00～20:00 
※受付は各終了時間の 20分前まで 
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LGBT電話相談 
・LGBTなど性的マイノリティに関する電話相談 
電話 072-843-5730 
第１木曜 15:00～20:00 
※受付は各終了時間の 20分前まで 
 
 
６．消

しょう

費
ひ

者
しゃ

トラブルに関
かん

する相
そう

談
だん

 
契約に関するトラブルや、商品・サービスに関するご相談について専門の相談員(消費生活相
談員)が、皆さんと一緒に考え、解決のお手伝いをします。 
ご相談は、枚方市に在住・在勤・在学の方が対象で、相談内容の秘密は厳守します。原則とし
てご本人からご連絡をお願いします。 
新型コロナウイルス感染予防のため、必ず事前に電話にて御予約（完全予約制）いただきます
ようお願いします。 
(外国人観光客の方が日本滞在中に消費者トラブルに遭った場合は、訪日観光客消費者ホット
ライン(03-5449-0906)にご相談ください。) 
・場所 
枚方市岡東町 12番 3-202号 枚方サンプラザ 3 号館 2階 
・相談専用電話 
消費者ホットライン＝局番なしの 188（いやや！）または 072-844-2431 
(メールでの相談は実施しておりません。) 
・相談日及び相談時間 
月曜日から金曜日、9:30～16:30 
(土、日曜日、祝祭日、年末年始はお休みです。) 
相談は無料です。お気軽にご相談ください。 
詳しくは市ホームページ URL:https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000000032.html まで。 
 
●契約とは 
契約とは、「売りたい」人と「買いたい」人の話しがまとまったときに成立します。口約束の
場合も成立します。いったん成立した契約は、原則として一方の当事者の都合だけで勝手に取
り消すことはできません。 
 
●契約する前の注意ポイント 
消費者トラブルを防ぐために、次の３つのポイントを契約前に、必ず確かめてください。 
１．契約する前に誰かに相談してください。 
２．解約や返品のことについて、よく確認をしてください。 
３．契約書がある場合は内容をしっかり確認してください。 
契約書が日本語で書かれていて、わからない時は日本語のわかる人に相談してください。 
 
●クーリング・オフ制度について 
訪問販売やキャッチセールスなど、買う側にとって不意打ちとなるような場合や、販売員の巧
妙な勧誘に引き込まれて契約をしてしまい、後で納得のいかないことがあります。こんなとき
に、買った側に「冷静に考える期間」を与え、一定期間であれば一方的に契約の解除ができる
としたものが、クーリング・オフ制度です。 
 
●クーリング・オフ制度の主な条件 
・契約書の書面を受け取った日から８日以内(マルチ商法や内職・モニター商法は 20日以内)。 
・代金の総額が 3,000 円以上。 
・特定商取引に関する法律の適用除外の商品・サービスに該当しないもの。 
化粧品や健康食品などの消耗品の場合は、開封したり一部消費するとクーリング・オフできな
くなる場合があります。 
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２５．日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

 

 
外国人を対象にした日本語教室があります。 
 
１.枚方市

ひらかたし

日本語
に ほ ん ご

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の会
かい

 
日本語を勉強したい、日本語がわからなくて困っている外国の方のために、ボランティアで日
本語学習のお手伝いをしています。初心者から受講できます。新年会、おしゃべり会、ハイキ
ングなどの楽しい集まりがあります。 
 
場所 サンプラザ３号館５階 国際交流推進ルーム（京阪電車枚方市駅直結） 
日時 火曜 13:30～15:00、18:30～20:00 
   水曜 18:30～20:00 
   土曜 16:30～18:00、18:30～20:00 
 
料金 500円（６カ月） 
 
【連絡先】 
枚方市日本語ボランティアの会 
URL https://hirakatashi-nihongo.localinfo.jp 
E-mail hirakatashi.nihongo@gmail.com 
電話 090-4644-1862（会長 西村雅人） 
 
 
２．枚方市

ひ ら か た し

日本語
に ほ ん ご

・多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

教室
きょうしつ

「よみかき」 
「よみかき」教室は、日本語が分からなくて困っている人が、自分が勉強したいこと（日本語
を読む・書く・話す）を、誰でも、自由に学ぶことができる教室です。勉強のほかに、季節ご
とのお楽しみ会や、遠足などの楽しいイベントもあります。教室は市内の６か所にあります。
お金はいりません。 
 
●楠葉生涯学習市民センター 
（楠葉並木 2-29-5 電話 050-7102-3131） 
日時：木曜 10:00～12:00 
   土曜 10:00～12:00 
 
●サンプラザ生涯学習市民センター 
（岡東町 12-3-508 電話 072-846-5557） 
日時：木曜 19:00～21:00 
   土曜 19:00～21:00 
 
●蹉跎生涯学習市民センター 
（北中振 3-27-10 電話 050-7102-3133） 
日時：火曜 10:00～12:00 
   金曜 10:00～12:00 
 

mailto:hirakatashi.nihongo@gmail.com
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●牧野生涯学習市民センター 
（宇山町 4-5 電話 050-7102-3137） 
日時：火曜 10:00～12:00 
   木曜 10:00～12:00 
   土曜 10:00～12:00 
 
●津田生涯学習市民センター 
日時：水曜 10:00～12:00 
   土曜 10:00～12:00 
 
●菅原生涯学習市民センター 
（長尾元町 1-35-1 電話 050-7102-3141） 
日時：火曜 10:00～12:00 
   金曜 19:00～21:00 
 
 
２６．市立

し り つ

図書館
としょかん

 

 
枚方市内には図書館が８カ所ある他、７カ所の分室と自動車文庫(移動図書館)があり、在住・
在職・在学の人は０歳から無料で貸出できます。 
中央図書館には図書の他にＣＤ、映画などのＤＶＤがあります。また、英語、中国語、韓国・
朝鮮語等の出版物等のコーナーがあります。市内の他の図書館にも日本語以外の言語で書かれ
た図書があります。 
枚方市内の図書館に所蔵していない図書も、市外の公共図書館の協力で用意できるものがあり
ますので、お近くの図書館（「施設一覧」参照）にご相談ください。 
 
 
２７．情報

じょうほう

 

 
１．広報

こうほう

ひらかた・枚方市
ひ ら か た し

ホームページ・市勢
し せ い

要覧
ようらん

 
枚方市からのお知らせは、毎月１回発行している広報ひらかた（多言語対応アプリ「Catalog 
Pocket」で英語、中国語簡体字・繁体字、韓国・朝鮮語、タイ語、ポルトガル語、スペイン語、
インドネシア語、ベトナム語、日本語で閲覧可）、枚方市ホームページをご覧ください。 
 
URL https://www.city.hirakata.osaka.jp/ 
 
ホームページは英語、中国語簡体字・繁体字、韓国・朝鮮語、タイ語、ポルトガル語、スペイ
ン語、インドネシア語、ベトナム語への翻訳機能があります。ページ内の「Language」から翻
訳できます。「閲覧補助」から「やさしい日本語」にも変換できます。また、枚方の魅力スポ
ットや歴史・文化などを紹介する市勢要覧（英語版、中国語版、韓国・朝鮮語版）を市役所別
館３階 広報プロモーション課で配布しています。 
 
 
２．ラジオ 
・FM COCOLO（76.5MHz）では、13カ国語で放送が行われています。 
URL https://cocolo.jp/ 
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３．大阪府
お お さ か ふ

外国人
がいこくじん

情報
じょうほう

コーナー 
大阪府外国人情報コーナーでは、在住外国人の方が安心して過ごせるよう、多言語(11 言語)
により生活関連情報を含めた幅広い情報の提供や相談に応じています。相談は来所、電話、
E-mail、ファクスのいずれかで受け付けています。どうぞお気軽にご利用ください。 
※相談無料。秘密は守ります。 
 
・開設場所 
 (公財)大阪府国際交流財団内 
大阪市中央区本町橋 2-5 マイドームおおさか５階 
 
・開設日時 
月・金曜日  9:00～20:00 
（祝日除く。17時 30 分以降に来所の場合は事前に予約ください） 
火・水・木曜日  9:00～17:30（祝日除く） 
第 2・第 4日曜日  13:00～17:00 
 
・対応言語 
英語、中国語、韓国･朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、フィリピン語、タイ
語、インドネシア語、ネパール語、日本語 
 
・相談専用電話 06-6941-2297 
・ファクス 06-6966-2401 ※日本語、英語のみ 
・E-mail jouhou-c@ofix.or.jp ※日本語、英語のみ 
 
URL https://www.ofix.or.jp/life/japanese/ 

 

４．外国人
がいこくじん

在留
ざいりゅう

総合
そうごう

インフォメーションセンター（大阪
おおさか

） 
住所 大阪市住之江区南港北 1-29-53 
電話 0570-013904（IP,PHS,海外 03-5796-7112） 
URL https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html 

 

５．大阪
おおさか

出入国
でにゅうこく

在留
ざいりゅう

管理局
かんりきょく

 
住所 大阪市住之江区南港北 1-29-53 
電話 0570-064259-110 代表 
（各手続きに関する詳細なお問い合わせ先は、当ガイドブック巻末ぺージに掲載している一覧
表をご覧ください。） 
 
（大阪出入国在留管理局） 
URL https://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/index.html 
 
（出入国在留管理庁） 
URL https://www.moj.go.jp/isa/ 

 

６．多言語
た げ ん ご

音声
おんせい

翻訳
ほんやく

アプリ
あ ぷ り

 
市役所本館１階 市民室、市役所別館１階 健康福祉総合相談担当、障害福祉担当、市役所別
館２階 国民健康保険室、各支所及び中央図書館に外国語と日本語を相互に翻訳するための多
言語翻訳用タブレットを設置しています。 
 
対応言語は、英語、ベトナム語、中国語(普通話)、韓国・朝鮮語、タイ語、フランス語、イン
ドネシア語、スペイン語、ミャンマー語、ポルトガル語(ブラジル)等です。ぜひご利用くださ
い。 
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２８．施設
し せ つ

一覧
いちらん

 

 

City Office & City Facilities ＜市
し

役所
やくしょ

・市
し

関連
かんれん

施設
し せ つ

＞ 

施設名 NAME TEL Address 

枚方市役所 Hirakata City Hall (Shiyakusho) 072-841-1221 大垣内町 2-1-20 

北部支所 Hokubu Shisho (Hokubu Branch) 072-851-0330 楠葉並木 2-29-3 

津田支所 Tsuda Shisho (Tsuda Branch) 072-858-1502 津田北町 2-25-１ 

香里ケ丘支所 Korigaoka Shisho (Korigaoka Branch) 072-854-0401 香里ケ丘 3-13 

枚方市教育委員会 Hirakata Board of Education (Kyoikuiinkai) 050-7105-8018 
車塚 1-1-1 

（輝きプラザきらら） 

枚方市保健所 Hirakata Public Health Institute 072-807-7623 大垣内町 2-2-2 

枚方市保健センター Health Center (Hoken Center) 072-840-7221 禁野本町 2-13-13 

健康福祉相談センター北部リーフ 
Consultation Center for Health & Welfare (nickname Hokubu 

Leaf) 
072-851-1220 楠葉並木 2-29-3 

枚方市上下水道局 Hirakata City Waterworks and Sewerage Bureau 072-848-4199 中宮北町 20-3 

町楠葉自転車駐車場 Machi Kuzuha Pay-parking Space for Two-wheeled Vehicles 072-867-4702 町楠葉 1-9-40 

天満川自転車駐車場 Temmagawa Pay-parking Space for Two-wheeled Vehicles 072-867-4703 楠葉並木 2-40-10 

牧野東自転車駐車場 Makino Higashi Pay-parking Space for Two-wheeled Vehicles 072-857-5991 牧野阪 2-1-2 

御殿山自転車駐車場 Gotenyama Pay-parking Space for Two-wheeled Vehicles 072-849-4665 御殿山町 1-7 

枚方市駅東自転車駐車場 
Hirakatashi Station East Pay-parking Space for Two-wheeled 

Vehicles 
072-841-0189 岡東町 27-20 

枚方市駅西自転車駐車場 
Hirakatashi Station West Pay-parking Space for Two-wheeled 

Vehicles 
072-846-8959 岡南町 10-34 

枚方公園自転車駐車場 Hirakata Koen Pay-parking Space for Two-wheeled Vehicles 072-844-5532 伊加賀東町 3-B1 

光善寺自転車駐車場 Kozenji Pay-parking Space for Two-wheeled Vehicles 072-834-5854 北中振 3-18-1 

香里園町自転車駐車場 Koriencho Pay-parking Space for Two-wheeled Vehicles 072-834-2286 香里園町 5-6 

宮之阪自転車駐車場 Miyanosaka Pay-parking Space for Two-wheeled Vehicles 072-898-1740 宮之阪 4-1-30 

星丘自転車駐車場 Hoshigaoka Pay-parking Space for Two-wheeled Vehicles 072-840-3888 星ヶ丘 2-2-65 

村野自転車駐車場 Murano Pay-parking Space for Two-wheeled Vehicles 072-848-6901 村野西町 58-1 

長尾自転車駐車場 Nagao Pay-parking Space for Two-wheeled Vehicles 072-850-7425 長尾元町 6-1-4 

藤阪自転車駐車場 Fujisaka Pay-parking Space for Two-wheeled Vehicles 072-859-4600 藤阪南町 3-1-20 

津田自転車駐車場 Tsuda Pay-parking Space for Two-wheeled Vehicles 072-859-6564 津田駅前 1-15-15 

津田東自転車駐車場 Tsuda Higashi Pay-parking Space for Two-wheeled Vehicles 072-858-8110 津田駅前 2-25-25 

西牧野自転車保管場所 Nishi Makino Bicycle Storage 072-809-2295 西牧野 2-2-2 

岡東町自動車駐車場 Okahigashi-cho Car Parking 072-843-1255 岡東町 14-49 

市民の森管理事務所 Civic Parklands (Shiminnomori)Management Office 072-850-2274 楠葉丘 2-10-1 

消費生活センター Consumer Affairs Centre 072-844-2431 岡東町 12-3-202 

枚方市立やすらぎの杜（火葬施設） Hirakata City Crematorium Yasuragi no Mori 072-857-4123 車塚 1-1-30 
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Hospitals ＜病院
びょういん

＞ 

施設名 NAME TEL Address 

市立ひらかた病院 Hirakata City Hospital (Shiritsu Byoin) 072-847-2821 禁野本町 2-14-1 

枚方休日急病診療所 Hirakata Holiday Emergency Clinic 072-848-1777 禁野本町 2-14-16 

北河内こども夜間救急センター Kita Kawachi Night-time Emergency Clinic for Children 072-840-7555 禁野本町 2-14-16 

枚方休日歯科急病診療所 Hirakata Holiday Emergency Dental Clinic 072-848-0841 禁野本町 2-14-16 

大阪精神医療センター Osaka Prefectural Psychiatric Medical Center 072-847-3261 宮之阪 3-16-21 

 

Welfare Facilities ＜福祉
ふ く し

施設
し せ つ

＞ 

施設名 NAME TEL Address 

ラポールひらかた（総合福祉会館） Rapport Hirakata (General Welfare Hall) 072-845-1602 新町 2-1-35 

総合福祉センター（老人福祉センター） General Welfare Center (Elderly Welfare Center) 072-858-5835 津田東町 2-26-1 

つどいの郷 中宮（老人作業所） Tsudoinosato Nakamiya (Workplace for the Elderly) 072-840-3100 中宮山戸町 12-15 

老人福祉センター 楽寿荘 Welfare Center for the Elderly Rakujyu So 072-831-1213 北中振 2-3-44 

枚方市病児保育室 Hirakata City Care Room for Sick Child 072-847-7130 禁野本町 2-14-1 

枚方病児保育室 くるみ  Hirakata Care Room for Sick Child Kurumi 072-852-0161 香里ヶ丘 3-12-1-B67 

ピッコロケアルーム Piccolo Care Room for Sick Child 072-850-8165 東山 1-49-31 

クオレ Kuore CareRoom for Sick Child 072-808-5511 津田駅前 1-13-8 

ファミリーポートひらかた Family Port Hirakata 072-850-4400 招堤南町 2-50-1 

 

Culture Facilities ＜文化
ぶ ん か

施設
し せ つ

＞ 

施設名 NAME TEL Address 

サンプラザ生涯学習市民センター Sun Plaza Lifelong Learning Civic Center 072-846-5557 岡東町 12-3-508 

楠葉生涯学習市民センター Kuzuha Lifelong Learning Civic Center 050-7102-3131 楠葉並木 2-29-5 

蹉跎生涯学習市民センター Sada Lifelong Learning Civic Center 050-7102-3133 北中振 3-27-10 

御殿山生涯学習美術センター Gotenyama Lifelong Learning Art Center 050-7102-3135 御殿山町 10-16 

牧野生涯学習市民センター Makino Lifelong Learning Civic Center 050-7102-3137 宇山町 4-5 

牧野生涯学習市民センター牧野北分館 
Makino Lifelong Learning Civic Center Makino North 

Annex Building 
050-7102-3170 牧野北町 11-1 

津田生涯学習市民センター Tsuda Lifelong Learning Civic Center 050-7102-3139 津田北町 2-25-3 

菅原生涯学習市民センター Sugawara Lifelong Learning Civic Center 050-7102-3141 長尾元町 1-35-1 

枚方公園青少年センター Hirakata Koen Youth Center 050-7102-3145 伊加賀東町 6-8 

南部生涯学習市民センター Nanbu Lifelong Learning Civic Center 050-7102-3143 香里ヶ丘 1-1-2 

生涯学習情報プラザ Plaza for Lifelong Learning 050-7105-8007 
車塚 1-1-1 

(輝きプラザきらら） 

教育文化センター Education and Culture Center 050-7102-3150 磯島北町 37-1 

枚方市総合文化芸術センター本館 
Hirakata City Grand Center of Culture and Art 

Main Building 
072-845-4910 新町 2-1-60 

枚方市総合文化芸術センター別館 
Hirakata City Grand Center of Culture and Art 

Annex Building 
072-843-5551 新町 2-1-5 

ひらかた観光ステーション Hirakata Kanko Station 072-843-4125 岡東町 19-1 

旧田中家鋳物民俗資料館 Old Tanaka Family Metal Casting and Folklore Museum 050-7105-8097 藤阪天神町 5-1 

枚方宿鍵屋資料館 Hirakata Post Town Museum- Kagiya - 072-843-5128 堤町 10-27 

サプリ村野 Sapuri Murano 072-805-0105 村野西町 5-1 

地域活性化支援センター Center for Support of Community Development 050-7105-8080 
車塚 1-1-1 

(輝きプラザきらら） 

枚方市男女共生フロア・ウィル 
Hirakata's Public Floor for Gender Equality - Will 

- 
072-843-5636 

岡東町 12-3（ひらかた 

サンプラザ 3 号館４F） 
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City Libraries ＜市立
し り つ

図書館
としょかん

＞ 

施設名 NAME TEL Address 

中央図書館 Central City Library 050-7105-8141 車塚 2-1-1 

香里ケ丘図書館 Korigaoka Library 050-7102-3111 香里ヶ丘 4-2-1 

楠葉図書館 Kuzuha Library 050-7102-3113 楠葉並木 2-29-5 

菅原図書館 Sugawara Library 050-7102-3115 長尾元町 1-35-1 

蹉跎図書館 Sada Library 050-7102-3117 北中振 3-27-10 

御殿山図書館 Gotenyama Library 050-7102-3119 御殿山町 10-16 

牧野図書館 Makino Library 050-7102-3121 宇山町 4-5 

津田図書館 Tsuda Library 050-7102-3123 津田北町 2-25-3 

 

Sports Facilities ＜スポーツ施設
し せ つ

＞ 

施設名 NAME TEL Address 

総合体育館 General Gym 072-848-4800 中宮大池 4-10-1 

陸上競技場 Athletic Field 072-848-4899 中宮大池 4-10-1 

藤阪テニスコート Fujisaka Tennis Court  072-848-4800 藤阪南町 1-334-4 

藤阪東町中央公園テニスコート Fujisaka Higashimachi Central Park Tennis Court 072-848-4800 藤阪東町 1-5001-8 

渚市民体育館 Nagisa Civic Gym 072-898-8181 渚西 3-26-10 

野外活動センター Outdoor Activity Center 072-858-0300 穂谷 4550 

王仁公園（プール・テニスコート・運動広場・バ

レーボールコート） 

Wani Koen Park（Pool・Tennis Court・Playground・Volleyball 

Court） 
072-858-3000 王仁公園 1-1 

伊加賀スポーツセンター 

（体育館・運動広場・テニスコート） 
Ikaga Sports Center (Gym, Playground, and Tennis Court) 072-841-8118 伊加賀西町 53-2 

ひらかた東部スタジアム  Hirakata Tobu Stadium 072-859-0370 大字尊延寺 2987-1 

春日テニスコート Kasuga Tennis Court 072-807-4021 春日西町 2-6-2 

サプリ村野スポーツセンター 

（体育館・多目的体育室・運動広場） 

Sapuri Murano Sports Center (Gym, Fitness Rooms for various 

usages, and Playground) 
072-805-0105 村野西町 5-1 

中の池公園運動広場 Nakanoike Park Playground 072-858-3000 東山 2 

香里ヶ丘中央公園運動広場 Korigaoka Central Park Playground 072-858-3000 香里ヶ丘 4 

 

 



 

 

【付録
ふ ろ く

】 
 

  



大阪出入国在留管理局ダイヤルイン 

所在地 
559-0034 

大阪府大阪市住之江区南港北一丁目 29番 53号 

窓口受付時間 ９時～16時 (土・日曜日,休日を除く) 

URL https://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/index.html 

 

名称 電話番号 業務内容 

総務課 0570—064259-110 総務・人事,行政文書の開示請求等 

会計課 0570—064259-120 会計・経理業務 

審査管理部門 0570—064259-210 
再入国,在留カードに係る申請・届出,中長期

在留者の活動状況等に関する届出 

審査管理部門 

（船舶関係） 
0570—064259-211 海港業務 

永住審査部門 0570—064259-220 
在留審査（日本人・永住者の配偶者等,定住,

永住等），難民の認定に関する業務 

就労審査部門 

（第一就労担当） 
0570—064259-230 在留審査（特定技能以外の就労資格） 

就労審査部門 

（第二就労担当） 
0570—064259-231 在留審査（特定技能），登録支援機関の登録等 

留学・研修審査部門 0570—064259-240 在留審査（留学・文化活動） 

留学・研修審査部門 

（研修・短期担当） 
0570—064259-241 在留審査（研修・短期滞在） 

審判部門 0570—064259-250 

退去強制業務（違反審査・口頭審理等,仮放

免），難民の審査請求に関する業務 

※受付は９時～12時, 13時～16時 (土・日

曜日,休日を除く) 

実態調査部門 0570—064259-260 在留審査に係る実態調査 

情報管理部門 0570—064259-270 審査記録管理 

企画管理部門 0570—064259-310 退去強制業務 

調査第一部門 0570—064259-320 退去強制業務（摘発） 

調査第二部門 0570—064259-330 

退去強制業務（出頭申告等） 

※受付は９時～12時, 13時～16時 (土・日

曜日,休日を除く) 

処遇部門 0570—064259-340 退去強制業務（被収容者の処遇） 

https://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/index.html


※受付は９時～12時, 13時～16時 (土・日

曜日,休日を除く) 

執行部門 0570—064259-350 退去強制業務（送還） 

茨木分室 情報管理

部門分室 

 

（所在地） 

567-0071 

大阪府茨木市郡山

1-11-1 

 

審査記録管理 

茨木分室では、在留審査業務を行っていま

せん。 

 





電話072－859－0300
電話072－897－0012
電話072－859－5831
電話072－858－0037

https://www.rkc.aeha.or.jp/recycle_price_compact.html

https://www.pc3r.jp

https://www.jbrc.com

https://www.tca.or.jp

家庭ごみ業務第１課・家庭ごみ業務第２課

ごみ減量推進課

環境政策課

循環型社会推進課

作成課：枚方市 環境部 ごみ減量推進課 URL  https://www.city.hirakata.osaka.jp    E-mail  genryousuishin@city.hirakata.osaka.jp
電話：072-849-5374   FAX：072-848-1821
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。しております掲載を施設の市役所周辺、は周辺図この※ 

(令和４年５月９日現在)

作 成：枚方市 総務部 総務管理室 総務管理課

所在地：〒573-8666 枚方市大垣内町2丁目1番20号

電 話：072-841-1323（直通）

：072-841-1221（代表）

F A X ：072-841-3039

中央図書館

宮之阪分室
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枚 方 市 民 憲 章         

 

＜本文＞ 

わたしたちは、健康で文化的な生活を営む権利を確認し、市民生活優先

の原則を貫く市政をすすめます。 

わたしたちは、花と緑と太陽のまちをめざし、自然と生活環境を破壊せ

ず、あらゆる公害の防止と排除につとめます。 

わたしたちは、福祉社会を実現し、老人が敬愛され、青年や子どもたち

が、夢と希望の持てる社会をつくります。 

わたしたちは、手をたずさえて、文化・教育の向上をはかり、文化遺産

をまもり、健全な家庭をきずきます。 

わたしたちは、自由と平和を愛し、教養を高め、お互いに人間を尊重す

る市民道徳をまもります。 

 

―― １９７１年 1月１４日制定 ―― 
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